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鳥取県森林審議会運営要領 

 

（目 的） 

第１条 鳥取県森林審議会（以下「審議会」という。）の運営については、森林法（昭和２６年法律第２

４９号）及び森林法施行令（昭和２６年政令第２７６号）に定めるところに基づくほか、この要領に

定めるところによる。 

 

（組 織） 

第２条 審議会は、委員１５人以内で組織する。 

 

（会 議） 

第３条 審議会の総会（以下「会議」という。）は会長が召集し、会長が議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開催することができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

４ 前３項の規定は、審議会の部会についても準用する。この場合において第１項中の「会長」は「部

会長」と読み替えるものとする。 

 

（会議の公開） 

第４条 会議については、公開とする。ただし、次のいずれかに該当する場合は、当該会議に諮り、当

該会議を公開しないことができるものとする。 

（１）鳥取県情報公開条例（平成１２年鳥取県条例第２号）第９条第２項各号に掲げる情報が含まれ

る事項について、審議、審査、調査等を行う場合。 

（２）会議を公開することにより、当該会議の公正又は円滑な運営に支障が生ずると認められる場合。 

２ 会議の非公開の決定、会議の公開の方法等、会議開催の周知、会議録及び会議資料の公開の方法に

ついては、「審議会等の会議の公開に関し準拠すべき指針」（平成１２年鳥取県告示第２１８号）に基

づき、行うものとする。 

３ 前２項の規定は、審議会の部会についても準用する。 

 

（庶 務） 

第５条 審議会の庶務は、農林水産部において行う。 

 

（その他） 

第６条 この要領に定めるもののほか、審議会の運営に関して、必要な事項は審議会が定める。 

 

附 則 

この要領は、平成１２年１１月２４日から施行する。 

 

附 則 

この改正は、平成２６年４月１日から施行する。 


